
 

 

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金に係る業務方法書 

 

秋田県耕作放棄地対策協議会 

 

（目的） 

第１条 本業務方法書は、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱（平成 21 年４

月１日付け 20 農振第 2207 号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」

という。）、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領（平成 21 年４月１日付け

20 農振第 2208 号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。）

及び耕作放棄地再生利用緊急対策交付金交付要綱（平成 21 年４月１日付け

20 農振第 2209 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）

に基づき、秋田県耕作放棄地対策協議会（以下「県協議会」という。）が行

う耕作放棄地再生利用緊急対策に係る業務の方法について基本的事項を定

め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。 

 

（業務運営の基本方針） 

第２条 県協議会は、その行う業務の重要性にかんがみ、実施要綱、実施要領、

交付要綱、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の交付決定に当たって東北農

政局長から付された条件その他の法令等を遵守するとともに、本業務方法書

に定めた手続きに従って、資金を安全に管理しつつ、実施要綱第２の２の耕

作放棄地再生利用交付金（以下「再生利用交付金」という。）の交付その他

の業務を適正かつ効率的に運営するものとする。 

 

２ 県協議会は、地域耕作放棄地対策協議会（以下「地域協議会」という。）

が、実施要綱、実施要領その他の法令等を遵守するとともに、本業務方法書

に定めた手続きに従って再生利用交付金に係る事業を実施する場合、地域協

議会に対して再生利用交付金を交付するものとする。 

 

（県協議会における再生利用交付金の管理方法） 

第３条 県協議会は、国から交付された再生利用交付金について、平成 27 年２

月３日より前に交付された再生利用交付金により積み立てられた資金（以下

「基金」という。）によるものと、平成 27 年２月３日以降に交付された再生

利用交付金による助成金（以下「助成金」という。）によるものに区分する

とともに、それぞれ耕作放棄地再生利用交付金会計及び耕作放棄地再生利用

交付金会計（附帯事業関係）を設けて他の事業と区分して経理するものとす

る。 



 

 

 

２ 県協議会は、国から交付された再生利用交付金以外の資金（会員からの補

助金等）の積み立てを行う場合、別の勘定を設けて再生利用交付金と区分し

て経理するものとする。 

 

３ 県協議会は、第１項の再生利用交付金を金融機関への預金又は貯金により

管理するものとし、その運用により生じた運用益については、それぞれの基

金又は助成金に繰り入れるものとする。また、平成３０年度末に当該基金及

び助成金に残額が生じたときは、当該残額を国に返還するものとする。 

 

（地域協議会における再生利用交付金の管理方法） 

第４条 地域協議会は、県協議会から交付される再生利用交付金について、基

金によるものと助成金によるものとに区分するとともに、それぞれ耕作放棄

地再生利用交付金会計（再生利用活動）と耕作放棄地再生利用交付金会計（施

設等補完整備）と耕作放棄地再生利用交付金会計（再生利用活動付帯事業）

とに区分した上で、他の事業とも区分して経理するものとする。 

 

２ 地域協議会は、県協議会から交付される再生利用交付金以外の資金（県又

は会員からの補助金、実施要綱別紙１第３の５の所有者から徴収する負担金

等）を実施要綱別紙１第１の取組に充てる場合には、別の勘定を設けて再生

利用交付金と区分して経理するものとする。 

 

３ 地域協議会は、第１項の再生利用交付金を金融機関への預金又は貯金によ

り管理するものとし、その運用により生じた運用益を再生利用交付金に繰り

入れるものとする。また、各年度末に残額が生じたときは、必要に応じて当

該残額の一部又は全部を翌年度に繰り越すことができるものとし、平成３０

年度末においては、当該残額を県協議会に返還するものとする。 

 

（地域協議会における再生利用実施計画及び再生利用活動附帯事業実施計画） 

第５条 地域協議会長は、耕作放棄地再生利用緊急対策を実施しようとする場

合は、実施要領第２の２の規定に基づき、再生利用実施計画（実施要綱別紙

１第１の２の施設等補完整備を行う場合は施設等補完整備計画も含む。以下

「再生利用実施計画」という。）及び当該年度に行う再生利用活動付帯事業

実施計画（以下「附帯事業実施計画」という。）を作成し、それぞれ実施要

領参考様式第９号及び別記により、随時、県協議会長に提出しなければなら

ない。また、これを変更する場合も同様とする。 

 



 

 

２ 県協議会長は、前項により地域協議会から提出された再生利用実施計画又

は附帯事業実施計画が適正と認められる場合は、様式第１号により当該地域

協議会長に対して交付金の額を内示するものとする。 

 

（地域協議会から県協議会への交付申請に関する事項） 

第６条 地域協議会長は、再生利用交付金の交付（第５条において提出された

計画で定められたものに限る）について、県協議会長が別に定める日までに

様式第２号により県協議会長に申請するものとする。 

 

（県協議会から地域協議会への交付に関する事項） 

第７条 県協議会長は、地域協議会から第６条の申請があり、その内容が適正

であると認めたときは、様式第３号により交付条件を付して交付額を通知す

るものとする。 

 

（地域協議会への交付金の支払いについて） 

第８条 地域協議会長は、第７条の通知があった交付金の支払いを請求しよう

とするときは、様式第４号により県協議会長に請求するものとする。 

２ 県協議会長は、地域協議会長から前項の申請があり、その内容が適正であ

ると認めた場合には、第３条１項の基金又は助成金の耕作放棄地再生利用交

付金会計及び耕作放棄地再生利用交付金会計（附帯事業関係）から、速やか

に当該地域協議会に交付するものとする。 

 

（地域協議会から農業者又は農業者等の組織する団体への交付金額の内示） 

第９条 地域協議会長は、第７条の交付決定通知受理後、速やかに再生作業取

組主体となる農業者又は農業者等の組織する団体等（以下「農業者等」とい

う。）に対して様式第５号により交付金の額を内示するとともに再生作業着

手可能な旨、通知するものとする。 

 

（農業者等から地域協議会への交付申請に関する事項） 

第 10 条 農業者等は、再生利用交付金の交付（第９条で交付金の額の内示があ

ったものに限る。）について、地域協議会長が定める日までに様式第６号に

より地域協議会長に申請するものとする。 

２ 業務方法書第 13 条に基づく賃貸料収入の交付申請は様式第 11 号により地

域協議会長に申請するものとする。 

 

(地域協議会から農業者等への交付に関する事項) 

第 11 条 地域協議会長は、農業者等から第 10 条の申請があり、その内容が適



 

 

正であると認めたときは、様式第７号により交付条件を付して交付額を通知

するものとする。 

 

（農業者等への交付金の支払いについて） 

第 12 条 農業者等は、第 11 条の通知があった交付金の支払いを請求しようと

するときは、第 16 条で規定する再生利用交付金に係る実績報告書を添付し様

式第４号により地域協議会長に請求するものとする。 

２ 地域協議会長は、必要があると認めるときは再生利用交付金について、農

業者等へ概算払いの方法により交付することが出来るものとする。なお、概

算払いの上限は交付決定額の８割を上限とする。 

３ 農業者等は、前項の規定に基づき交付金の概算払いを受けようとするとき

は、様式第８号により、地域協議会長に請求するものとする。 

４ 地域協議会長は、農業者等から前項の申請があり、その内容が適正である

と認めた場合には、速やかに当該農業者等に交付するものとする。 

 

（農地の所有者に賃貸料収入が生じる場合の措置） 

第 13 条 地域協議会は、実施要綱別紙１第１の１（１）の支援の対象とする農

地の所有者に賃貸料収入が生じる場合、再生利用活動の取組初年度からの５

年間における賃貸料収入相当額を原則として、地域協議会と所有者が協議し

て定める額を当該所有者から徴収し、実施要綱別紙１第１の１（１）の取組

に係る経費に充てるものとする。その際、地域協議会長と所有者との間の確

認事項は様式第９号を参考とするものとする。 

 

（事業の中止または廃止） 

第 14 条 地域協議会長は、事業の遂行が困難になった場合には、速やかに県協

議会に報告しその指示を受けなければならない。 

２ 前項の指示を求める場合には、地域協議会長は、事業の遂行が困難になっ

た理由及び事業の遂行状況を記載した書類を県協議会長に提出しなければな

らない。 

 

（再生利用交付金の遂行状況報告） 

第 15 条 地域協議会長は、様式第 10 号により実施状況報告書を作成し、次の

とおり遂行状況を県協議会長に報告するものとする。 

 

 

 

 



 

 

 

遂行状況確認日 報告期限 

交付金の交付の決定があった年度の 

① 6月30日現在 

②  9月30日現在 

③ 12月31日現在 

当該年度の 

① 7月20日 

② 10月20日 

③  1月20日 

 

 

（再生利用交付金に係る実績報告） 

第 16 条 農業者等は、各年度の取組の実績について実績報告書（実施要領参考

様式第 11 号）を作成し、以下の各号の書類等を添付して地域協議会長が定め

る日までに地域協議会長に提出するものとする。 

（１）要綱別紙１第１の１（１）の「再生作業」については、再生作業実績報

告書（添付様式 11-1-1、添付様式 11-1-2 又は添付様式 11-1-3）のほか、作業

写真整理帳（添付様式 11-1 別添 1）等 

（２）要綱別紙１第１の１（２）の「土壌改良」については土壌改良実績報告

書（添付様式 11-2）のほか、作業写真整理帳（添付様式 11-1別添 1）等 

（３）要綱別紙１第１の１（３）の「営農定着」については営農定着実績報告

書（添付様式 11-3）のほか、作業写真整理帳（添付様式 11-1別添 1）等 

（４）要綱別紙１第１の１（４）の「経営展開」については経営展開実績報告

書（添付様式 9-3）等 

（５）要綱別紙１第１の２の「施設等補完整備」については施設等補完整備実

績報告書（添付様式 9-2）のほかに、作業写真整理帳（添付様式 11-1 別添 1）、

資材、機械借上げ等の領収書、施設等補完整備を建設業者等に委託した場合

は出来高設計書等 

（６）県協議会から交付された再生利用交付金の各年度の収支については耕作

放棄地再生利用交付金に係る収支報告書（添付様式 12-6）。なお、事業実施

年度を通じて基金を保有していない地域協議会については、添付様式 12-6 を

提出する必要はない。 

 

２ 地域協議会長は、前項の実績の取りまとめ及び現地確認を実施し実績報告書

（実施要領参考様式第 12 号）を作成し、実施年度の翌年度の４月６日までに、

農業者等の取組主体における年度をまたぐ実績報告や交付金の精算があった

場合には実施年度の翌年度の５月 20 日までに、県協議会長に報告するものと

する。 

３ 県協議会長は、前項の報告を取りまとめた各年度の実績報告書（実施要領



 

 

参考様式第 13 号）を作成し、実施年度の翌年度の５月 31 日までに、国の再

生利用交付金により積み立てた資金の収支については収支報告（参考様式第

14 号）を作成し、実施年度の翌年度の４月 10 日までに東北農政局長に報告

するものとする。 

 

（再生利用活動附帯事業に係る実績報告） 

第 17 条 地域協議会長は、再生利用活動附帯事業の各年度の実績について実績

報告書（実施要領参考様式第 10 号）を作成し、実施年度の翌年度の４月２０

日までに県協議会長に報告するものとする。 

２ 県協議会長は、前項で報告された再生利用活動附帯事業の実績及び県協議

会再生利用活動附帯事業の各年度の実績について、実施年度の翌年度の５月

31 日までに東北農政局長に報告するものとする。 

 

（額の確定） 

第 18 条 県協議会は、地域協議会から第 16 条及び第 17条の実績報告があり、

その内容が適正であると認めたときは、様式第 12 号により地域協議会に額の

確定を通知するものとする。 

 

（再生農地耕作状況報告） 

第 19 条 本対策により再生した農地及び自助努力等によって再生作業がなさ

れ、本対策により土壌改良及び営農定着の支援の対象となった農地について、

地域協議会は、再生作業後当該農地において５年間耕作するまで、毎年度の

耕作状況の確認を確実に行い、確認結果（耕作が行われていない場合の指導

内容や今後の耕作再開の見通しを含む）については、実施要領参考様式第１

８号により確認を行った年度の翌年度の４月６日までに県協議会長に報告す

るものとする。   

 

（その他） 

第 20 条 本業務方法書に定めるもののほか、耕作放棄地再生利用緊急対策交 

付金に係る業務の方法についての細部事項については、必要に応じて東北農

政局長の承認を得て県協議会長が別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この業務方法書は、東北農政局長の承認のあった日から施行する。 

２ 既に設置されている地域協議会が、自らの機能を農業者戸別所得補償制度

推進事業実施要綱（平成 23 年４月１日付け 22 経営第 7135 号農林水産事務次



 

 

官依命通知）別紙第２の地域農業再生協議会に統合することを目的として解

散する場合には、地域農業再生協議会は地域協議会が県協議会から交付され

た再生利用交付金の残額の全額を譲受するとともに、本対策の実施に係る全

ての事務を継承するものとする。  

 

附 則 

この業務方法書は、平成２１年１月１５日から施行する。 

この業務方法書の一部改正は、平成２１年 ６月１２日から施行する。 

この業務方法書の一部改正は、平成２２年 ４月２８日から施行する。 

この業務方法書の一部改正は、平成２２年 ７月３０日から施行する。 

この業務方法書の一部改正は、平成２３年 ４月１１日から施行する。 

この業務方法書の一部改正は、平成２４年 １月 ４日から施行する。 

この業務方法書の一部改正は、平成２６年 ３月２８日から施行する。 

この業務方法書の一部改正は、平成２７年 ４月 ３日から施行する。 

この業務方法書の一部改正は、平成２８年 ６月２９日から施行する。 

 


